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第６回 BIM/CIM推進委員会
資料３-２ R3.9.7

3次元モデル成果物作成要領（案）は、設計意図の伝達・設計照査・施⼯計画・ICT施
⼯等の活⽤のために必要となる最⼩限の仕様を定めたもの。
詳細度300を基本とすること、3次元モデルからの切り出しにより2次元図⾯（契約図書）

を作成すること、建築限界等の空間オブジェクトを作成すること、階層に分けた属性情報を付
与すること等を定めている。

②３次元モデル成果物作成要領（案）の改定

確認された課題
・橋梁、⼟⼯等で曲線等の複雑な形状の場合は、ソフトウェアの機能上、3Dから2D切
り出しができない。

・3Dから2D切り出しを実施する対象が不明確。
・後⼯程における活⽤⽅法次第では、属性情報の階層分けは不要ではないか。
・オブジェクト毎のIDを整理しないと業務によりバラつきが⽣じるのではないか。

→実務上の⽀障が⽣じないよう、各意⾒に対する対応を検討の上、要領を改定
（3Dから2D切り出しの範囲、属性情報の付与⽅法、ID等）
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資料３-２ R3.9.7

【参考】３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

＜契約図書（2次元図⾯）の作成＞
○2次元図⾯は、3次元モデルからの切り出し、または投影して作成した2次元形状データを

元に、⼨法線や注記情報を加えて作成する。

3次元モデル
（詳細度300）

3次元モデルに2次元図⾯
の切り出し位置を明⽰

2次元図⾯

切り出して作成

切り出して作成

「3次元モデル成果物作成要領（案）」適⽤範囲

3次元CAD・BIM/CIMソフトウェアで作成
3次元CADの機能で作成

2次元CADで作成 7
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資料３-２ R3.9.7

【参考】３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

【詳細度】
本要領が定める3次元モデル成果物の詳細度は、300を基本とする。ただし、業務途中で

段階的に作成される3次元モデルの詳細度はこの限りではない。
3次元モデル成果物の詳細度は300とするが、設計照査に必要な項⽬として挙げられてい

る項⽬の検討のため、より詳細度の⾼いモデル作成が必要となる場合等はこの限りでない。な
お、設計照査に使⽤した3次元モデルは検討結果として成果品の対象とする。
＜例＞詳細度400であるコンクリート構造物内部の鉄筋やPC鋼材・シース等は、過密鉄筋
となる箇所やPC鋼材の定着部周辺の鉄筋についての照査が必要となるため、該当部分の鉄
筋等を3次元モデルを作成し、⼲渉等について設計照査を⾏う。

【⼨法、注記等】
3次元モデル成果物への⼨法線、注記等の付与は必須でない。

契約図書として必要となる⼨法・注記等は、2次元図⾯に
付与して、必要な情報を後⼯程へ伝達することが基本となる。
ただし、建築限界範囲、⽤地境界等の後⼯程に引き継ぐ

べき設計条件等については、3次元空間上に（⾊分け等に
より）視認可能な状態で明⽰するとともに、必要に応じて属
性情報を付与することが望ましい。 （例）建築限界の明⽰ 8
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【参考】３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

【属性情報】
3次元モデル成果物に付与する属性情報は、4段階に階層分けを⾏う。なお、部材（階層

4 ）への属性情報の付与は、対象となる部材によって任意とする。ただし、発注者によるリク
ワイヤメントに応じて、必要となる部材に対してそれぞれ属性情報を付与する場合もある。
３次元モデルに直接付与する属性情報は、2次元図⾯の注記情報である名称、判別情

報、規格・仕様とする。その他の属性情報は任意とする。

階層 階層分け
の対象 定義 付与

階層1 構造全体 構造物の分類（橋梁、⼭岳トンネル、道路、樋⾨・樋管 等） 必須
階層2 構造体 ⼯種に相当する構成要素の集合体 必須
階層3 構成要素 主部材等に相当する部材要素の集合体 必須
階層4 部材 部品等に相当する最⼩の階層 任意

基本属性情報の階層

階層分けした属性情報の付与機能がないソフトウェアにおいては、階層毎に属性情報を付与
することができないため、１つの構造体・構成要素・部材に対して、各階層の属性情報を各々
付与してもよいこととする。
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資料３-２ R3.9.7

【参考】３次元モデル成果物作成要領（案）の概要

橋梁詳細設計におけるオブジェクト分類・属性情報の付与例

【階層1】(モデル全体)
名称︓橋梁
判別情報︓〇〇橋

【階層2】
名称︓上部構造
判別情報︓①
規格、仕様︓－（省略）

【階層3】
名称︓主桁
判別情報︓G1（部材番号）
規格、仕様︓－（省略）

【階層4】
名称︓上フランジ
判別情報︓－（省略）
規格、仕様︓SM490YB

【階層4】
名称︓ウェブ
判別情報︓－（省略）
規格、仕様︓SM490YB

【階層4】
名称︓下フランジ
判別情報︓－（省略）
規格、仕様︓SM490YB
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平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度
（予定）

③ i-Constructionに関する⼯種拡⼤(3次元データを⽤いた構造物の出来形管理要領)

○国交省では、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充してきており、構造物工へのICT活用を推進。
○今後、中小建設業がICTを活用しやすくなるように小規模工事への適用拡大を検討

ICT土工

ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度：コンクリート舗装）

ICT浚渫工（河川）

ICT地盤改良工（令和元年度：浅層・中層混合処理、令和２年度：深層混合処理）

ICT浚渫工（港湾）

ICT法面工（令和元年度：吹付工、令和２年度：吹付法枠工）

ICT付帯構造物設置工

ICT舗装工（修繕工）

ICT基礎工・ブロック据付工 （港湾）

ICT構造物工
（橋梁上部）（基礎工）

ICT構造物工 （橋脚・橋台）

ICT路盤工

ICT海上地盤改良工（床掘工・置換工）

民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大

小規模工事へ拡大
（床堀工、小規模土工）

11



第６回 BIM/CIM推進委員会
資料３-２ R3.9.7
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出来形計測の効率化を検討効率化及び緻密化 PC上で寸法計測

型
枠
設
置

橋脚周辺部を含めた
点群データの取得

12

【ICT構造物工（橋脚・橋台）（試行）】
・3次元計測技術を用いることで、広範囲に計測が行えるため、計測作業の効率化
・高所での計測作業の省力化による作業の安全性向上
・出来形・出来高を点群等電子データを利用してデスクトップ上で安全・迅速に実施
・R3年度に各地整で試行し、試行結果を踏まえて出来形管理要領としてとりまとめ、R4年度から本格導入する。

・ＩＣＴ施工工種拡大に伴い策定した基準
3次元計測技術を用いた出来形管理要領（橋脚・橋台編）（試行）
3次元計測技術を用いた出来形管理の監督・検査要領（橋脚・橋台編）（試行）

起
工
測
量
実
施

契
約
図
書
照
査

３
Ｄ
設
計
に
よ
る
発
注

ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）※フローで囲みがないものは従来手法を想定

〇起工計測にﾚｰｻﾞｽｷｬﾅやUAV等を活用

・広範囲に計測が可能
〇出来形・出来高計測はﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ、ノンプリＴＳ等を活用
〇計測データを活用して、デスクトップ上で計測を実施

従来施工
（高所での測量)

TLSで点群測量 PC上で寸法計測

ICT活⽤⼯種の拡⼤ ICT構造物⼯（橋脚・橋台）（試⾏）

書面を電子化
して検査
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・点群データを用いた構造物の位置
および出来形管理を試行し検証

・面管理で取得できる写真データを活
用したひび割れ調査を試行し検証

Ｒ３年度に試行を実施

・３次元出来形計測費用と従
来の出来形管理費用との
比較検証

・面管理による出来形管理
の更なる効率化や維持管
理への活用を検証

ICT構造物⼯（橋脚・橋台）のR3年度試⾏内容について
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３次元計測技術による点群の計測⽅法
・本要領を用いた出来形管理では、計測対象となる橋台、橋脚の管理項目に該当する箇所について、寸法算出に

十分な点群（色付きを推奨）を取得する。
計測間隔の設定の目安は、計測最大距離（精度確認試験において、要求精度を満足できる最大距離）において、
1点以上/0.0025m2（計測機器に対して直交する平面）とする。
※実際の取得点群の間隔ではない。

・本要領を用いた出来形管理では、計測対象となる橋台、橋脚だけでなく、隣接する橋台や橋脚、周辺地形を含
めた３次元形状データの取得を目指していることから、計測は構造物周囲を含む計測（計測最大距離の範囲）
を実施することとする。

・多点計測技術を用いた出来形計測において、計測条件（狭隘箇所、立入り制限箇所など）により対象構造物の
全面を所定の密度で計測することが困難となる場合、出来形の算出用に選点する箇所（寸法値の端部や基準高
の管理箇所）以外については、施工後の出来形を示す写真で補完することができる。

複数箇所から計測 橋脚上部の計測

点群取得のイメージ（橋脚全体の点群）

橋脚橋台

構造物周辺

14
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３次元計測点群を⽤いた出来形計測
＜ソフトウェアによる出来形の抽出方法＞
・取得した点群を用いて設計図書で示される寸法に対する出来形値の抽出を行う。
・出来形寸法の抽出においては、橋軸方向（線など）、橋軸方向と直交する軸方向、垂直軸方向を示す面などの

ガイドを利用して、出来形の抽出箇所を特定する。（イメージ：図－１）
・出来形計測箇所に点群が存在しない場合は、出来形写真により出来形としての存在が認められる場合において

は、補助線などを用いて点間を補完しても良い。（イメージ：図－２）
・

（イメージ：図－１）

（イメージ：図－２）

点群には実在点が存在しない。補助線（青
線）から中心点を設定して寸法を計測する
ことができる

計測対象の橋脚を抽出 計測位置や断面を抽出

計測の実施・記録
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起
工
測
量
実
施

ICT構造物⼯（基礎⼯）

◯ 構造物の出来形管理等へICT施工を拡大するとともに、取得する３次元データを活用し維持管理
分野の効率化を図る。

◯ 構造物工の関連工種として、基礎工の出来形管理に3次元計測技術を活用し、出来形計測時間
の短縮（杭芯位置、杭径計測作業）を図る

イメージ施工フロー

検
査

維
持
管
理

対象範囲
必要に応じ
整備予定

フローで囲みがないものは従来手法を想定
※今後、施工履歴データの活用が可能となる場合は要領化も検討

機
材
搬
入

出
来
形
管
理

施
工
用
デ
ー
タ
作
成

工
事
契
約

機
材
搬
出

杭
施
工※

ＴＬＳを用いた場所打ち杭の出来形計測

点群から出来形を確認

基礎工
（杭）

●3次元計測技術を活用した出来形管理

従来計測
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ICT構造物⼯（上部⼯）

◯ 構造物の出来形管理等へICT施工を拡大するとともに、取得する３次元データを活用し維持管理
分野の効率化を図る。

◯ 構造物工の関連工種として、上部工の出来形管理に3次元計測技術を活用し、出来形計測時間
の短縮を図る

◯ 竣工時の３次元計測データの維持管理への活用を検討

イメージ施工フロー

●３次元計測技術を活用した出来形管理

車道外側線

最小幅員
車線境界線

上空高さ

タブレット端末

ドローン、ＴＬＳ、TS等
をもちいて橋梁上部の
現場での出来形計測

●竣工時の計測データの活用

ヒートマップで橋梁上部の施工
結果を表示

起
工
測
量
実
施

3
次
元
計
測

維
持
管
理

対象範囲
必要に応じ
整備予定

フローで囲みがないものは従来手法を想定

出
来
形
管
理

施
工
用
デ
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成

工
事
契
約

舗
装
工
な
ど

架
設
工
な
ど
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④設計－施⼯間の情報連携を⽬的とした４次元モデル活⽤の⼿引き（案）の改定

詳細設計業務

概略設計業務

発注者⽀援業務

⼯事

維持管理

調査・測量業務

施⼯者への設計意図等の伝達、関係者協議等の後⼯程での活⽤を想定し、
設計条件（前提とする施⼯条件等）や設計意図（周辺環境への影響、施
⼯時の留意点等）を反映した４次元モデルを作成

4次元モデルの情報を踏まえつつ、具体的な施⼯⽅法や詳細⼯程を検討
（4次元モデルの検討に基づく⼯期と契約⼯期に差異がある場合、発注者に確認を⾏う。）
この際、施⼯の効率化・⾼度化のため、施⼯者の任意で詳細に分割した4次元
モデル、実績⼯程を反映した4次元モデル等を作成・活⽤することが考えられる
※施⼯者が作成する４次元モデルについては、当⾯電⼦納品の対象外

数量総括表（⼯区分割等を反映したもの）を元に、⼯期設定⽀援システム
から標準的な⼯期を出⼒
詳細設計時から変更となった設計条件等を4次元モデルに反映

建設プロセス全体における４次元モデルの作成及び活⽤の流れ
詳細設計業務で作成された４次元モデルは、後⼯程において以下のように活⽤される。

令和２年度は「設計者の作成内容」、令和３年度は「発注者の活⽤内容」を中⼼に検討。

⼯事発注

設計者が作成

業務受注者が更新

発注者が活⽤

施⼯者が活⽤

※当⾯保留

4次元モデルの検討に基づく⼯期、⼯期設定⽀援システムから出⼒された⼯期
等を元に、適切な⼯期を設定。また、4次元モデルに⼊っている情報のうち、必
要なものは⼊札公告時において施⼯条件として明⽰

R2年度検討部分 R3年度検討部分
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４次元モデル活⽤に向けた令和３年度の実施予定

１） 4次元モデルの対象範囲を拡充
• 後⼯程の発注者⽀援業務や⼯事発注段階についても対象範囲を拡充

２）設計段階で作成された4次元モデルの効果・課題の分析
• BIM/CIM活⽤業務、活⽤⼯事で作成された4次元モデルの効果や課題について分析し、実成果

品を踏まえた4次元モデルの作成⽅法や活⽤⽅法について検討
• 設計段階で作成された4次元モデルを施⼯段階で活⽤された事例について分析し、設計-施⼯間

の連携に係る課題や連携⽅法について具体化

３）4次元モデルを活⽤できるサンプルの試作
• BIM/CIM活⽤業務、活⽤⼯事での4次元モデルの活⽤を⽀援するため、4次元モデルのサンプル

を試作し、4次元モデルを活⽤すべき分野・⼯種、現場条件、活⽤⽅法等のパターンについて検討

４）発注者の活⽤⽅法に関する検討
• 令和２年度に設計段階で作成された4次元モデルを元に地整ヒアリング等を実施し、４次元モデル

の情報のうち⼊札公告時においてどのような情報を施⼯条件として明⽰すべきか、また発注者が⾏
う各種調整においてどのように活⽤できるか等を活⽤事例として整理し、効果の⾼いものはサンプル
モデルに反映

④設計－施⼯間の情報連携を⽬的とした４次元モデル活⽤の⼿引き（案）の改定
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